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府

牒

財

政

制

度

の

成

立

1

1
明
治
十
一
年
の
地
方
積
規
則
を
中
心
と
し
て

l
l

牒

夫

回

武

序

員

維
新
以
後
中
央
集
機
岡
家
の
決
礎
破
立
に
専
念
せ
る
政
官
は
、
地
方
の
行
財
政
令
一
各
地
各
府
燃
適
宜
の
措
置
に
委
ね
、
唯
、
主
と
し
て
地
方
の
行
ふ

閣
政
事
務
途
行
の
必
要
に
感
ピ
之
に
断
片
的
問
内
的
た
命
令
そ
輿
へ
た
に
過
ギ
~
な
か
っ
た
。
西
南
の
役
務
り
閣
家
の
某
礎
漸
〈
定
主
る
と
共
に
政
府
は

内
治
の
摂
備
に
若
手
ナ
る
に
至
っ
た
が
、
「
各
地
叫
一
制
紛
T

シ
テ
却
閣
総
ノ
如
ク
乃
ヲ
明
治
十
年
第
二
競
公
布
民
費
筒
減
ノ
回
日
ア
ル
モ
其
符
究
彼
比
ノ
間

趨
用
ス
b

m
川
ヲ
知
ル
宝
ト
紙
夕
従
子
持
組
州
出
制
ヲ
何
ブ
」
内
ナ
シ
一
ー
と
の
地
'hn
財
政
の
机
皮
の
視
飢
枇
強
に
慌
回
し
仁
、
地
方
制
度
の
改
革
と
共
に
地
方

財
政
の
整
理
統
一
を
決
意
し
た
。
明
治
十
一
年
の
地
方
役
規
則
を
中
心
と
す
る
一
騎
刀
法
令
は
、
此
決
意
に
基
き
郡
直
町
村
編
制
法
及
府
牒
合
規
則
の

制
定
と
相
侠
っ
て
、
先
づ
府
間
糊
の
財
政
制
度
を
樹
立
し
、
地
方
財
政
全
般
の
機
構
に
一
定
の
方
向
を
興
へ
た
。
従
っ
て
同
年
の
府
牒
財
政
制
度
の
成
立

は
維
新
以
後
の
我
園
地
方
財
政
制
度
史
の
第
一
頁
b
一
成
す
も
の
と
し
て
、
府
後
に
於
け
る
府
豚
財
政
の
み
な
ら
ず
地
方
財
政
制
度
全
般
の
愛
展
を
彊
〈

規
定
し
た
の
で
あ
る
。

府
職
財
政
制
度
化
の
必
要
と
之
に
闘
す
る
諸
問
題

府
肘
柿
は
維
新
後
地
方
の
政
務
を
統
轄
す
る
震
に
設
け
ら
れ
た
が
、
官
費
の
支
殊
に
よ
っ
て
行
ふ
純
然
た
る
閣
の
行
政
機
関
と
し
て

の
政
務
以
外
に
二
個
の
濁
立
館
、
と
し
て
府
間
相
内
住
民
よ
り
徴
牧
せ
る
費
用
を
以
て
図
政
事
務
及
自
治
事
務
を
も
行
ひ
っ

h
あ
っ
た
。

而
し
て
此
種
経
費
の
支
排
は
主
と
し
て
民
費
(
官
時
官
費
生
肘
牒
積
以
外
の
藷
地
方
費
は
民
費
と
総
稽
さ
れ
た
)
中
の
管
内
割
及
席
割
に
よ
っ

府
豚
財
政
制
度
の
成
立

第
三
競

九

四
八
七

第
四
十
九
巻

明治十一年四月地方官舎議に於け，五地ーケ役規只1I案説明(法規分類大会租枕門
地方税-39頁)



府
牒
財
政
制
度
の
成
立

第
四
十
九
巻

プし

停

就

四
八
八

て
防
ひ
、
府
燃
税
を
以
て
之
を
補
っ
て
居
た
。

明
治
二
年
七
月
の
豚
官
人
員
並
常
備
金
規
則

ω
中
に
「
照
合
官
員
居
宅
並
牢
屋
創
立
等
臨
時
費
用
ハ
常
備
ノ
例
ニ
非
ス
三
分
ノ
一

ヲ
官
給
シ
自
体
陣
ハ
管
轄
ノ
石
高
一
一
分
課
ス
へ
シ
」
(
傍
貼
筆
者
)
と
あ
り
、
同
問
年
サ
一
月
の
耐
明
治
僚
例
に
も
同
一
の
規
定
を
載
せ
た
が
、

之
が
所
詞
管
内
割
で
あ
ワ
て
、
共
後
一
部
の
河
倦
道
路
橋
梁
堤
均
等
の
修
築
技
縦
持
賀
、
府
廊
創
立
修
続
出
孔
の
一
部
、
詩
人
給
料
品
川

諸
科
目
、
消
役
抑
制
及
難
破
船
訪
山
f
j

主
に
仰
別
机
人
足
鉱
山
斗
引
を
伶
内
剖
ゆ
が
一
以
一
一
課
徴
す
べ
き
-
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
的
将
己
は
此
等
の
穀

務
的
費
用
以
外
に
も
共
必
要
に
肱
じ
府
間
開
立
曲
学
校
費
、
病
院
及
救
育
所
諸
費
等
北
(
利
害
の
此
日
内
全
般
に
亙
る
絞
費
そ
符
門
知
を
以
で

徴
収
し
た
。

五
年
四
月
政
府
は
岡
政
事
務
底
辺
の
便
宜
上
地
方
制
度
の
大
改
革
を
行
ひ
、
従
来
の
郡
村
を
陵
し
て
新
に
犬
院
小
阪
を
設
置
し
、

之
に
医
長
、
戸
長
を
置
い
た
が
、
原
の
費
用
は
匝
制
の
名
穏
を
以
て
匝
内
の
住
民
に
介
賦
さ
れ
た
じ
行
政
匝
劃
ゃ
ん
ろ
匿
の
費
用
は
、

正
副
区
戸
長
以
下
の
給
料
並
肱
費
目
蛍
.
大
小
匡
扱
所
諸
入
費
、

=
一
等
河
渋
道
路
橋
梁
堤
防
修
築
費
、
同
注
書
類
順
達
夫
賃
、
徴
兵
・

戸
籍
及
里
程
等
調
費
並
布
告
類
入
費
等
が
主
要
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
制
度
上
抹
殺
さ
れ
た
町
村
も
事
賃
上
は
猪
依
然
共
同
国

関
的
活
動
を
績
け
て
居
た
の
で
、
匡
と
町
村
と
の
事
務
及
費
用
の
分
捨
闘
係
は
各
府
牒
国
々
で
あ
旬
、
時
慨
し
て
原
費
に
は
閥
政
事

務
的
費
用
が
、
町
村
費
に
は
自
治
事
務
的
な
も
の
が
多
数
で
あ
り
、
亦
利
害
の
院
内
全
般
に
疋
る
も
の
は
航
費
、

一
町
村
内
に
止
ま

る
も
の
は
町
村
費
に
よ
っ
て
支
排
さ
る
L
と
と
が
多
か
っ
た
。
区
割
は
管
内
割
の
各
民
分
権
部
分
と
共
に
防
入
費
と
栴
し
て
朕
課
さ

れ
た
が
、
共
八
刀
賦
方
法
は
石
高
割
又
は
反
別
割
及
(
地
租
改
宜
後
の
地
で
は
此
雨
者
は
地
償
割
)
戸
数
割
が
最
も
多
〈
、

時
に
は
人
口
割
、

関
口
刻
、
小
間
割
等
も
用
ひ
ら
れ
た
。
九
年
十
月
巨
人
費
の
徴
牧
に
は
先
取
特
穫
が
認
め
ら
れ
、
十
年
十
一
月
更
に
義
務
的
社
応
入

法令 金書明治二年 285頁
阿上明治四年 428頁

2) 
3) 



費
に
就
て
は
共
怠
納
者
に
財
産
公
費
出
縄
分
法
の
適
用
が
詐
さ
れ
た
。

府
間
開
が
民
費
の
外
に
税
を
課
す
る
こ
と
を
一
般
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、

五
年
九
月
遊
女
飯
盛
食
費
女
並
女
筆
者
に
針
す
る
府
牒
の

諜
金
に
始
ま
り
、
共
後
僕
舛
・
印
刷
本
・
人
力
車
・
鴛
寵
・
薬
局
・
遊
舶
等
の
国
税
に
針
す
る
府
間
柄
割
増
税
、
管
業
取
締
の
震
の
府
間
柄
雑
税
及

海
官
補
魚
探
藻
管
業
叫
同
等
の
謀
役
槽
を
奥
へ
ら
れ
た
。
営
業
取
締
の
鴻
の
雑
役
は
、

共
謀
日
課
率
等
線
て
各
府
燃
の
措
置
に
委
ね
ら

れ
た
の
で
、

商
業
税

行
償
税
(
問
厚
稔
)
、
牙
信
税
(
仲
買
続
)
、

漁
業
税
、
戯
伎
役
及
共
他
の
雑
種
稔
等
多
種

命
日
枇
枕
、

峨
議
役
、

の
も
の
が
賦
課
さ
れ
た
。
之
等
の
消
役
は
回
収
例
府
燃
牒
隈
取
立
候
没
と
呼
ば
れ
、

七
年
二
月
賦
金
と
改
稿
さ
れ
た
が
、
更
に
八
年
九

月
府
燃
伐
と
同
情
さ
れ
る
こ
と
L

な
っ
た
。
府
服
従
の
費
途
は
始
め
道
路
堤
防
備
梁
等
の
日
常
将
、
遜
卒
取
締
、
貧
民
救
育
及
小
間
早
校
受

l
-
2
!
'
;
i
、

九
認
に
町
山
L
j
れ
た
泊

八
年
十
月
A

叫
ん
ぽ
慨
日
と
し
で
病
院
・
弘
一
院

-m校
・
活
断
・
楠
山
手
間
同
・
治
市
川
・
滋
ヰ
山
氏
・
水
火
消
防
固
諸
山
市
日
付
・
布

青
布
達
費
・
上
ユ
一
馬
ス
ル
郵
便
杭
・
諸
下
訓
・
脚
夫
貨
・
竣
死
人
・
迷
子
養
育
・
動
向
設
・
勤
工
・
堕
胎
山
峰
山
絶
方
法
及
忠
害
現
備
が
示
達
さ
れ

た
。
然
し
此
等
の
費
用
に
就
℃
も
府
脇
被
収
入
は
主
と
し
一
」
共
補
助
と
し
て
支
附
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
営
時
府
燃
の
費
用
は
、
府
間
判
聴
会
建
策
修
待
費
、
各
種
土
木
資
、
警
察
費
、
病
院
及
敗
育
所
費
、
問
団
干
校
賀
、
浦
役
場
及

雄
被
姑
諸
費
、
布
告
布
遠
隔
州
入
費
、
諸
調
費
及
勧
業
費
等
で
あ
っ
て
、
両
政
事
務
的
義
務
的
変
用
が
共
重
要
部
分
を
占
め
、
比
バ
税
源

は
主
と
し
て
石
高
割
・
反
別
割
え
は
地
慣
刻
、

戸
数
割
、

営
業
枕
及
雑
種
稔
に
嫌
っ
た
。
而
し
て
政
府
の
之
に
対
す
る
規
制
は
、
前

述
の
如
く
府
保
積
の
牧
支
と
凪
政
事
務
費
の
負
捲
に
就
て
行
は
れ
た
に
止
ま
り
、
他
は
全
く
各
府
燃
の
措
置
に
委
ね
ら
れ
た
潟
、
品
R

用
の
増
嵩
に
伴
ひ
十
年
前
後
に
は
政
府
に
於
て
共
運
皆
の
概
貌
を
描
む
と
と
さ
へ
も
不
可
能
友
程
極
端
友
無
秩
序
の
欣
態
に
陥
つ

た
。
か
く
て
内
治
の
整
備
上
先
づ
府
豚
財
政
に
一
定
の
制
度
を
賦
興
ず
る
こ
と
は
最
も
緊
急
の
問
題
と
友
っ
た
。
亦
六
年
七
月
地
租

府
勝
財
政
制
度
の
成
立

t
F
四
十
九
巻

第

競

:fu 
コ

四
八
九

75-70頁)瑚財干害政(明治前期財政終沸史特集成第一巻4) 



府
豚
財
政
制
度
の
成
立

第
四
十
九
巻

九
四

第

競

四
九

O

改
正
に
伴
ふ
民
費
土
地
課
税
の
制
限
及
十
年
一
月
の
減
租
と
同
時
に
行
は
れ
た
土
地
に
針
ず
る
民
費
賦
課
牽
の
字
減
は
、
民
費
拡
謀

の
範
闘
を
著
し
く
狭
め
た
潟
、
管
内
割
、
医
割
及
町
村
割
が
並
行
的
危
情
勢
を
示
し
た
営
時
に
於
て
府
豚
を
し
て
管
内
剣
及
区
制
の

徴
牧
を
全
か
ら
し
む
る
要
を
痛
感
せ
し
め
、
漸
次
町
村
費
の
牧
支
に
謝
し
で
も
府
聯
の
取
締
が
強
化
さ
れ
た
が
、
更
に
進
ん
で
府
勝

の
財
政
制
度
を
樹
立
し
、
之
に
よ
っ
て
所
要
経
費
の
徴
収
を
鮒
保
す
る
と
と
が
不
可
般
の
課
題
と
な
っ
た
。
然
る
に
府
間
柿
の
財
政
制

肢
を
時
中
仏
す
る
に
は
H
1

ー
パ
以
前
に
又
は
そ
れ
と
閃
時
に
餅
決
苫
れ
ね
ば
民
ら
恥
い
-
一
一
個
の
問
題
が
存
注
し
た
り

政
府
は
七
年
四
月
全
閣
府
腕
に
足
費
の
調
賓
方
を
命
宇
る
に
際
し
、
府
腕
岬
鹿
及
出
張
所
並
倉
庫
等
皆
絡
費
、
懲
役
揚
囚
獄
舎
営
絡

費
(
以
上
ニ
費
目
は
十
年
一
月
闘
庫
文
耕
に
移
さ
れ
た
)
、
遺
路
堤
防
橋
梁
修
繕
費
、
布
告
並
布
達
類
入
費
、
管
内
限
定
事
ニ
付
諸
費
、
諸
御

用
ニ
付
各
脂
正
副
匝
戸
長
等
出
頭
放
費

正
副
匡
戸
長
以
下
ノ
給
料
、

岡
幣
一
粧
並
府
町
肺
枇
郷
村
枇
叫
世
間
給
費
、
祭
典

医
扱
所
諸
費
、

並
逢
奔
式
費
、
府
牒
枇
郷
村
祉
神
官
給
料
、
検
見
下
組
及
内
見
共
外
一
切
費
、
一
貝
米
金
取
集
ヨ
リ
納
済
迄
諸
費
並
貢
米
五
畏
内
運
賃

共
外
諸
費
、
山
林
調
費
、
里
程
調
費
、

地
券
調
費
(
後
地
租
改
正
費
超
加
さ
る
)
、
戸
籍
調
費
、
徴
兵
下
調
費
、
事
校
費
、
教
院
費
、
病

院
費
、
道
路
掃
除
費
、
用
悪
水
道
費
、
暴
溌
水
防
費
、
井
坂
守
給
料
、
消
防
入
費
、
番
人
給
料
並
諸
費
の
二
十
七
費
目
を
掲
げ
た
。

之
等
諸
費
目
中
地
方
に
於
て
自
由
に
共
支
出
を
決
し
得
る
も
の
は
、
病
院
費
以
下
消
防
入
費
迄
の
六
費
目
の
み
で
る
っ
て
、
他
は
線

て
法
令
に
よ
っ
て
共
支
出
を
命
ぜ
ら
れ
た
義
務
的
危
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
十
、
法
令
を
以
て
特
に
共
賦
課
範
闇
を
一
定
さ
れ
た
若

干
の
も
の
を
除
い
て
は
、
共
所
要
経
費
の
賦
課
範
園
に
就
て
何
等
統
一
的
友
規
定
も
左
〈
、
何
れ
の
費
目
を
管
内
割
・
届
割
或
は
町
村

割
に
依
る
か
は
各
府
燃
の
措
置
に
委
ね
ら
れ
た
。
他
面
、
民
費
の
賦
課
に
就
て
も
法
令
に
よ
っ
て
特
に
共
賦
課
方
法
を
定
め
ら
れ
た

来
干
の
義
務
的
費
目
以
外
は
、

仰
れ
の
費
目
を
如
何
た
る
税
収
入
に
よ
っ
て
賄
ふ
か
は
各
地
匡
々
で
あ
っ
た
。

更
に
霊
安
な
と
と

法規分類大金租稜門地方税-6瓦 B頁5) 



は
、
例
へ
ば
管
内
割
が
石
高
割
に
嫁
り
、
町
村
割
が
戸
数
割
に
共
牧
入
を
求
め
る
と
言
ふ
如
〈
に
、
府
間
柄
、
匡
及
町
村
が
各
々
別
他

の
税
振
を
有
し
て
居
た
の
で
は
た
く
、
同
一
の
土
地
、
戸
等
の
上
に
管
内
割
も
底
割
も
亦
町
村
割
も
総
て
競
合
し
て
共
税
源
を
求
め

て
居
た
と
言
ふ
費
情
で
あ
る
。
従
っ
て
匝
割
の
増
徴
は
必
然
に
町
村
割
徴
収
の
徐
地
を
縮
少
す
る
の
結
旧
取
を
仲
は
ざ
る
を
得
友
か
っ

た
。
各
経
費
の
賦
課
範
圏
、
費
目
と
課
目
の
聞
係
及
各
地
方
園
償
問
の
税
源
配
分
闘
係
等
に
於
て
布
の
如
き
交
錯
紛
飢
扶
態
に
在
る

氏
費
の
中
か
ら
府
間
肺
に
闘
す
る
も
の
を
抽
出
し
て
之
を
制
度
化
ず
る
に
就
て
は
、
府
牒
財
政
と
町
村
財
政
と
の
限
界
、
雨
者
の
相
違

及
府
間
柄
財
政
の
制
度
化
に
よ
っ
て
町
村
財
政
に
及
ぼ
す
影
響
等
の
問
題
に
闘
し
て
政
府
の
確
凶
た
る
方
針
と
態
度
が
要
求
さ
れ
た
。

第
一
の
問
題
解
決
の
前
提
と
な
る
べ
き
は
、
地
方
制
度
上
に
於
け
る
府
間
柿
及
町
村
の
地
位
を
如
何
に
定
め
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

府
燃
は
中
央
集
楳
同
一
永
の
一
政
憾
と
し
て
初
動
計
一
紙
付
る
と
共
に
前
述
の
如
〈
自
己
の
放
同
入
を
以
て
抑
制
玄
関
的
役
行
政

E
も
行
つ

}
ム
米
た
。
亦
町
村
は
五
年
四
月
の
地
方
制
度
犬
改
革
に
よ
っ
マ
、
制
度
上
に
於
て
は
抹
殺
さ
れ
た
が
、
事
責
上
依
然
地
方
に
於
け
る
自

治
的
活
動
は
写
る
町
村
を
中
心
に
管
ま
れ
て
居
た
の
で
る
り
、
政
府
も
亦
此
事
貨
を
認
め
、
九
年
十
月
の
各
匝
町
村
金
穀
公
併
共
有

物
取
扱
土
木
起
功
規
則
に
よ
っ
て
既
に
制
度
上
部
分
的
に
共
自
治
能
力
を
承
認
し
た
。
従
っ
て
今
氏
費
中
よ
り
府
勝
闘
係
の
も
の
を

抽
出
し
て
之
を
制
度
化
す
る
震
に
は
、
先
づ
地
方
制
度
上
に
於
け
る
府
間
柄
及
町
村
の
地
位
を
確
定
し
、
且
隔
者
の
関
係
を
明
瞭
に
せ

ね
ば
友
ら
友
か
っ
た
。

既
に
八
年
七
月
第
一
同
地
方
官
舎
議
に
於
で
民
合
接
出
の
情
勢
に
促
さ
れ
て
地
方
民
舎
が
一
議
題
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
が
、

共
後
一
一
居
旺
に
各
地
に
於
て
府
照
合
国
合
等
の
陸
続
開
設
さ
る
L
を
見
た
。
府
知
事
豚
令
は
之
に
閲
し
て
議
事
章
程
・
合
議
規
則
等
を

令
達
し
て
共
誘
導
取
締
に
漏
へ
た
が
、
此
等
の
半
程
或
は
規
則
に
は
多
〈
の
場
合
一
川
将
税
及
民
費
の
支
出
賦
謀
を
重
要
議
事
項
目
と

府
麻
財
政
制
度
の
成
立
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四
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九
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し
て
掲
げ
た
。
正
副
匝
戸
長
等
の
官
選
議
員
と
相
蛍
家
産
を
有
す
る
者
の
中
よ
り
選
ば
れ
た
民
選
議
員
と
を
以
て
組
織
さ
れ
、
府
知

事
問
柿
令
或
は
参
事
が
議
長
と
な
り
牒
官
の
誘
導
に
よ
っ
て
漸
く
議
事
を
進
め
た
常
時
の
時
牒
曾
の
時
間
開
校
民
費
に
閲
す
る
審
議
は
、

共
寅
情
に
於
て
は
唯
共
支
出
賦
課
に
就
て
議
員
よ
り
府
間
柿
官
官
比
に
必
要
お
る
知
識
在
提
供
す
る
程
度
に
止
ま
っ
た
。
然
し
兎
に
角
多

〈
の
地
方
に
於
亡
事
資
…
同
収
合
、
同
命
円
を
混
じ
て
一
部
同
開
の
人
々
が
附
脱
税
及
川
に
貸
の
支
出
賦
課
に
参
興
し
、
共
窓
見
守
}
開
陳
し

亡
一
馬
た
の
で
あ
る
。
糾

t
o
て
附
肝
開
財
政
の
統
一
的
制
度
在
樹
立
吋
る
に
は
的
問
問
内
け
の
組
織
及
財
政
に
剖
寸
る
的
腕
脅
威
r

朗
(
の
範
聞
な

決
定
す
る
と
と
が
首
然
要
求
さ
れ
た
。

郡
直
町
村
編
制
法
と
府
照
合
規
則

右
の
第
二
及
第
三
の
問
題
は
十
一
年
七
月
公
布
の
郡
庖
町
村
編
制
法
と
府
牒
合
規
則
の
制
定
に
よ
っ
て
忽
え
ら
れ
た
。
郡
匝
町
村

編
制
法
は
「
一
新
以
来
各
地
方
ノ
匝
蚕
及
匝
戸
長
ノ
制
宣
ア
ル
ハ
専
ラ
戸
籍
調
査
ノ
潟
メ
ニ
設
ケ
タ
ル
モ
ノ
一
一
シ
テ
汎
ク
行
政

y
使

ヲ
謀
ル
モ
ノ
一
一
ア
ラ
ス
(
中
略
)
各
地
各
制
共
煩
雑
ヲ
桜
メ
既
ニ
制
置
宜
キ
ヲ
得
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
叉
数
百
年
ノ
憤
習
ヲ
破
リ
人
耳
-
一

熟
セ
ス
民
心
↑
一
一
週
セ
サ
ル
一
一
近
付
」
圭
の
認
識
に
基
き
立
案
公
布
さ
れ
た
が
、
共
大
綱
は
突
の
如
一
く
で
あ
る
。

地
方
を
叢
し
て
府
牒
の
下
郡
医
町
村
と
し
、
郡
町
村
の
匝
域
名
稀
は
鳩
て
蓄
に
依
る
。
郡
の
広
域
廃
潤
に
過
山
吉
て
施
行
に
不
便
な

る
も
の
は
一
郡
を
分
っ
て
数
那
と
潟
し
、
亦
三
府
五
港
北
ハ
他
人
民
情
撲
の
地
は
別
に
一
一
国
と
し
、
北
(
康
潤
た
も
の
は
匝
分
し
て
数
医

と
す
る
。
毎
郡
に
郡
長
、
毎
匝
に
院
長
、
何
町
村
に
戸
長
各
一
員
を
置
く
。
但
し
匝
内
の
町
村
は
冨
長
を
以
て
戸
長
の
一
事
務
を
粂
ね

る
乙
と
を
得
し
め
る
。
印
ち
大
臣
小
国
制
の
廃
止
、
郡
町
村
制
の
復
活
及
匡
制
の
新
設
が
改
革
の
要
貼
で
あ
る
。

地
方
官
舎
議
に
於

(地方fr曾誌傍聴鍛第一瞬)前掲地方官舎議に於ける郡直町村編制法案設明6) 



け
る
原
案
の
説
明
に
於
て
政
府
は
「
今
府
綴
郡
ヲ
以
テ
行
政
ノ
高
聾
ト
シ
共
町
村
ハ
鵡
テ
以
テ
自
然
ノ
一
部
落
ト
シ
戸
長
九
民
三
局

シ
官
=
届
セ
ス
該
町
村
ノ
綿
代
人
ト
シ
」
と
尚
一
べ
、
府
服
部
を
行
政
臣
還
と
し
、
町
村
を
自
治
圏
髄
と
し
て
共
地
位
を
届
別
し
た
が
、

特
に
「
蕎
憤
-
一
一
依
ル
品
町
村
二
貫
一
一
一
ノ
形
鑓
ヲ
成
シ
大
ナ
ル
モ
之
ヲ
削
ル
ヘ
カ
ラ
ス
小
ナ
ル
モ
之
ヲ
併
ス
へ
カ
ラ
ス
一
町
一
村
ノ

人
民
ハ
利
害
相
依
ル
コ
ト
一
家
一
拍
車
ノ
如
キ
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
亦
財
産
ヲ
共
有
シ
一
個
人
ノ
機
利
ヲ
具
フ
ル
モ
ノ
、
如
シ
L

と
議
べ

町
村
の
自
治
閣
と
し
て
の
特
質
を
強
調
し
た
(
匝
も
町
村
向
様
子
主
自
治
周
佳
と
認
め
た
様
で
る
る
)
。
区
町
村
の
自
治
緒
的
性
質
に
閥
ナ
る

政
府
の
此
認
識
は
後
述
の
如
〈
府
螺
財
政
制
』
皮
の
樹
立
に
際
し
て
扇
町
村
の
費
用
を
協
議
費
と
規
定
せ
し
め
た
。
然
し
元
老
院
合
議

委
員
曾
に
於
て
政
府
原
案
中
の
「
谷
町
村
司
一
一
網
代
ト
シ
テ
戸
長
一
人
ヲ
誼
九
」
は
「
線
代
ト
シ
テ
」
を
削
ら
れ
て
翠
に
「
戸
長
各
一
員

ヲ
控
ク
一
と
改
め
ら
れ
、
且
「
戸
田
武
ハ
行
政
事
務
ニ
従
事
ス
ル
ト
北
ハ
町
村
ノ
湖
一
世
帯
梓
ダ
ル
ド
一
一
級
ノ
性
針
ノ
者
」
と
定
め
ら
れ
た
。
此

修
正
は
戸
長
山
下
給
料
及
戸
一
一
良
川
叫
務
取
抜
諸
費
の
地
方
枕
支
緋
敢
に
町
四
長
の
戸
長
事
務
晶
状
任
と
共
に
新
制
度
佐
官
川
崎
混
滑
の
何
庭
を

残
し
、
戸
長
を
通
じ
て
町
村
に
針
し
閏
治
圏
股
た
る
と
同
時
に
行
政
匝
剖
た
る
二
章
一
の
性
格
を
斌
奥
す
る
に
至
っ
た
。

十
一
年
七
月
布
台
第
十
人
税
を
以
て
公
布
さ
れ
た
府
鯨
合
規
則
の
大
綱
は
次
の
如
〈
で
あ
る
。
府
間
柑
命
日
議
員
は
郡
庖
の
大
小
に
依

り
ん
時
郡
高
五
人
以
下
を
選
ぴ
、
共
被
選
家
資
格
は
満
二
十
五
歳
以
上
の
男
子
に
し
て
共
府
螺
内
に
本
籍
を
定
め
、
満
三
年
以
上
住
居

し
且
共
府
綴
内
に
於
て
地
租
十
園
以
上
を
納
む
る
者
に
限
る
。
亦
港
事
資
格
は
湖
二
十
歳
以
上
の
男
子
に
し
て
共
郡
匝
内
に
本
籍
を

定
め
、
共
府
熔
内
に
於
で
地
租
五
圃
以
上
を
納
む
る
者
た
る
こ
と
を
要
す
る
。
議
員
は
名
誉
峨
に
し
て
、
任
期
は
四
年
、
二
年
毎
に

半
数
改
選
が
行
は
れ
る
。
議
長
、
副
議
長
は
議
員
中
よ
り
公
選
さ
れ
任
期
二
年
で
あ
る
。
舎
議
は
議
員
半
数
以
上
の
出
席
を
保
件
と

し
て
関
か
れ
、
過
半
数
を
以
て
可
否
を
決
す
る
。
府
腕
舎
の
梅
限
は
地
方
税
印
ち
府
廓
税
を
以
て
支
排
す
べ
き
経
費
の
晴
朗
算
及
北
ハ
徴

府
蘇
財
政
制
度
の
成
立

策

雷孟

:fu 
七

第
凶
十
九
巻

四九一一一

前掲曾議に於ける郡医町村鯛制法案艶抑E砂IJfJ( 
前掲地方官含議に於ける郡区町村編制t法去衆読明(畑地方官曾宅~努聴録第一披掛) 

前掲地方官舎議に提出の都直町制編t司法条第六僚(地方官}議傍聴鍛第一斑)
法令金書明治十一五1"12頁
t音視分類大全租積門地方積一41l'i:

7) 
8) 
9) 

10) 

Il) 



府
豚
財
政
制
度
の
成
立

第
凶
十
九
巻

/19 
fし
凶

第

競

九i

l¥. 

牧
方
法
を
議
定
す
る
に
在
る
。
亦
府
間
柿
舎
は
毎
年
一
度
三
月
間
か
れ
る
通
常
合
議
の
始
め
に
地
方
税
に
係
る
前
年
度
の
出
納
決
算
の

報
告
を
受
け
る
c

右
の
如
〈
府
照
合
規
則
は
議
員
公
法
主
義
一
を
採
り

E
従
前
多
く
府
知
事
問
問
令
或
は
参
事
の
捨
首
せ
る
議
長
、
副
議

長
を
議
員
中
よ
り
選
出
す
る
と
と
L
し
た
。
之
等
の
知
は
明
ら
か
に
軒
町
制
台
規
則
の
進
方
的
な
拙
で
あ
る
が
、
反
町
選
嗣
事
及
被
選
率

資
格
を
地
租
五
回
聞
及
十
闘
の
納
税
者
に
限
っ
た
こ
と
は
、
大
中
地
主
の
代
議
機
闘
た
る
常
時
の
出
腕
命
日
の
竹
汽
ar一
例
区
炭
化
し
た
も
の

と
一
品
ば
ね
ば
注
ら
左
い
。

府
附
糊
命
叶
の
み
阻
一
純
悶
は
地
方
税
在
日
て
支
緋
寸
べ
き
れ
山
政
の
珠
算
及
北
(
徴
取
芳
訟
の
議
定
で
色
る
が
、
議

案
の
殻
築
様
は
府
知
事
牒
令
之
を
握
り
、
議
決
事
項
も
府
知
事
牒
令
の
認
可
を
侠
っ
て
始
め
て
施
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
府

豚
舎
は
賓
質
上
は
図
の
行
政
匝
劃
た
る
府
臓
の
経
費
負
捨
に
就
き
管
内
の
犬
中
地
主
に
共
意
見
を
擁
き
希
望
を
参
酌
せ
ん
が
震
に
設

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
府
間
柄
の
自
治
を
認
め
、
共
意
思
決
定
機
闘
と
し
て
之
を
認
め
た
も
の
で
は
友
い
。
同
規
則
案
審

議
の
地
方
官
舎
議
に
於
け
る
府
鯨
命
日
権
限
鋪
張
論
に
針
し
政
府
姿
員
松
岡
道
之
大
菩
記
官
は
「
狽
立
自
治
ノ
字
ヲ
候
リ
チ
論
排
ス
ル

所
ハ
詩
リ
議
合
ヲ
シ
テ
建
議
ス
ル
ヲ
得
セ
シ
メ
度
シ
ト
云
7
=
一
過
ギ
ズ
建
議
ノ
採
用
ハ
コ
レ
ヲ
落
手
ス
ル
ノ
官
艇
二
ノ
リ
テ
之
ヲ

出
ス
モ
ノ
エ
ア
ラ
ズ
」
と
反
駁
し
た
。
府
間
柄
舎
規
則
制
定
の
主
眼
は
寧
ろ
「
府
知
事
牒
令
ヲ
シ
テ
地
方
費
ヲ
徴
牧
ス
ル
ノ
使
ヲ
得
セ

シ
メ
府
間
開
人
民
ヲ
シ
テ
共
間
=
疑
惑
ヲ
抱
ク
ノ
念
慮
勿
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
」
る
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
府
豚
舎
の
府
牒
財
政
運
営
に
針
す

る
参
興
楼
は
従
前
各
地
の
府
豚
舎
が
事
責
有
し
て
居
た
と
こ
ろ
と
本
質
的
に
殆

E
都
民
日
比
を
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

新
府
職
財
政
制
度
の
内
容

前
週
の
如
き
内
治
整
備
上
の
絶
劃
的
な
必
要
か
ら
府
燃
財
政
は
、
右
の
新
地
方
制
度
と
府
懸
舎
と
を
前
提
と
し
、
地
方
税
規
則
を

前掲地方官舎議に於ける演迅(地方官舎議傍聴録第五腕〕
参事院郡鹿町村編制法府l採曾規則外五法令消革並理由 5sf
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共
資
牒
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
。
十
一
年
七
月
布
告
第
十
九
競
を
以
て
公
布
さ
れ
た
地
方
税
規
則
は
、
共
名
の
如
〈
今
日
謂
ふ
地
方

税
の
全
般
に
闘
し
て
規
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
亦
車
に
租
稔
制
度
の
み
に
闘
す
る
も
の
で
も
た
く
、
府
燃
の
租
税
、
経
費
及
深
算

決
算
等
附
牒
財
政
全
般
忙
闘
し
一
定
の
制
度
を
樹
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
〈
「
府
間
相
」
の
み
に
闘
す
る
制
度
を
樹
立
す
る
に
「
地
方
」

の
名
を
周
ひ
た
こ
と
は
、
山
口
同
時
政
府
の
直
筏
規
制
の
針
象
と
さ
れ
た
「
地
方
」
が
「
府
腕
」
の
み
で
あ
り
、
匝
町
村
は
自
治
闘
勝
と
し
て

原
則
的
に
は
政
府
の
規
制
外
に
皆
か
れ
た
震
で
あ
ら
う
。
同
規
則
は
共
同
回
顧
に
先
づ
地
方
税
即
ち
府
間
料
税
の
範
闘
を
明
確
に
し
、
従

前
の
府
脱
税
及
川
内
砲
丸
中
の
山
川
腕
費
・
院
費
に
充
て
た
る
も
の
印
ち
符
内
刻
、
国
訓
を
以
て
制
方
税
と
定
め
た
。
第
一
僚
に
地
方
税
の

枕
日
を
掲
げ
、
従
前
川
氏
焚
の
賦
課
に
就
て
最
も
汎
く
肘
び
ら
れ
た
崎
償
制
と
戸
数
削
及
び
従
来
の
府
将
税
た
る
川
営
業
従
並
に
雑
種
枕

を
以
て
之
に
充
て
た

3

地
川
旧
制
に
は
卜
年
一
月
布
庁
第
二
時
仙
の
趣
旨
や
一
承
け
寸
地
湖
正
分
の
一
の
制
限
を
設
け
た
。
戸
数
削
h
f
-
m
州
川

〆

P
-

、
ノ
ト
l
h

'
i
ヲ
'
d
ドト

「
札
ハ
地
=
諜
ス
ル
ノ
外
納
ホ
財
前
-
一
恥
ン
人
口
一
戸
川
ン
戸
数
ι

賦
九
ル
ノ
散
が
ア
リ
北
山
則
市
一
一
駅
丸
ル
山
日
産
訓
読
ノ
訟

ナ
ク
従
テ
各
戸
財
産
ノ
寅
ヲ
知
ル
ニ
出
十
シ
共
人
口
ニ
賦
ス
ル
ハ
骨
民
家
一
一
シ
テ
人
口
多
ク
宮
家
=
シ
テ
人
口
寡
キ
ノ
均
シ
カ
一
7

手
ル

ア
リ
要
之
戸
数
ニ
賦
ス
ル
ノ
乃
ホ
差
ヤ
使
近
ナ
ル
エ
若
カ
サ
ル
ナ
リ
」
と
の
川
一
尚
に
茶
い
た
。
戸
数
割
の
賦
課
は
常
初
専
ら
戸
主
謀

税
主
義
に
操
っ
た
が
、
費
際
課
税
上
種
々
の
支
障
を
生
じ
、
十
二
年
七
月
法
制
局
は
現
住
者
課
税
主
義
を
採
る
べ
き
を
示
し
た
。
同

規
則
第
二
傑
の
規
定
に
恭
き
同
年
十
二
月
布
告
第
三
十
九
読
を
以
て
叫
営
業
税
及
雑
種
税
の
簿
一
知
並
課
税
制
限
が
定
め
ら
れ
た
。

卸
ち
替
明
治
枕
を
諸
舎
枇
及
諸
卸
費
商
、
諸
仲
間
貝
商
、
諸
小
費
商
及
雑
商
の
三
類
忙
八
刀
ち
、
夫
#
年
税
額
拾
五
園
、
拾
園
、
五
園
を
以

て
共
最
高
税
額
と
し
た
。
雑
種
税
の
課
目
及
回
収
高
課
翻
は
枯
草
(
国
税
の
字
額
三
諸
市
場
演
劇
北
(
他
諸
興
行
並
遊
覧
所
(
上
り
高
百
分

五
)
、
諸
遊
技
場
(
或
拾
闘
)
、

料
川
崎
屋
・
待
合
茶
屋
・
遊
舶
栴
・
芝
居
茶
屋
・
人
容
席
(
拾
武
闘
)
、

質
屋
・
雨
替
屋
・
旧
制
櫛
后
(
拾
五
園
)
、

府
間
肺
財
政
制
度
の
成
立

第
凶
十
九
巻

四
九
五

第

銃

ブじ
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府
牒
財
政
制
度
の
成
立

第
三
擁

第
凶
十
九
巻

O 
O 

四
九
六

古
着
古
金
古
道
具
類
商
・
放
箆
屋
・
諸
飲
食
応
(
拾
闘
)
湯
屋
・
瑚
髪
床
・
雇
人
午
前
宿
(
五
闘
)
、
遊
婆
師
匠
・
遊
抑
制
云
稼
人
・
相
撲
(
拾
武
闘
)
・

俳
優
(
六
拾
箇
)
、
菅
間
・
婆
妓
(
四
拾
武
闘
)
、
水
車
(
五
闘
)
、
乗
馬
(
嵩
H
園
)
及
屠
牛
(
五
拾
銭
)
と
定
め
た
。
漁
業
税
採
藻
税
は
各
地

従
来
の
慣
例
に
従
っ
て
徴
牧
ず
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
右
の
諸
課
目
は
従
前
各
地
方
で
徴
牧
さ
れ
た
も
の
t
A

中
一
般
的
友
も
の
を
掲

げ
た
の
で
あ
る
が
、
府
知
事
腕
令
は
附
豚
舎
の
決
議
を
以
て
右
の
中
よ
り
遁
宜
課
目
を
取
拾
し
、
制
限
内
に
於
て
共
謀
傾
を
決
定
す

る
。
之
に
よ
っ
て
従
来
の
ー
川
知
事
保
令
澗
断
の
無
限
序
な
神
地
給
及
相
秘
ぬ
の
枇
微
に
一
定
の
比
品
川
午
が
肌
ハ
へ
ら
れ
た
。

地
償
制
及
戸
数
制
と
皆
主
税
・
雑
種
枕
と
の
年
々
の
賦
課
割
合
に
闘
し
て
は
「
山
内
仙
北
税
及
雑
種
税
ハ
別
段
ノ
布
告
ニ
従
テ
各
定
八
?
?

リ
該
年
度
費
問
ノ
多
寡
ヲ
以
子
市
減
ア
ル
ヨ
ト
ナ
カ
ル
ヘ
シ
故
-
一
地
方
税
ノ
珠
算
ハ
北
(
品
川
白
菜
税
雑
種
税
ノ
徴
牧
瀬
ヲ
除
ク
外
共
他
地

償
制
戸
数
削
ヲ
賦
課
ス
ル
ハ
共
年
度
ノ
費
用
ニ
従
ヒ
榊
減
ア
ル
ヘ
シ
」
と
規
定
し
、
更
に
地
償
剣
と
戸
数
割
と
の
制
合
に
就
て
は
「
各

地
方
ノ
憤
期
目
一
様
ナ
ラ
サ
ル
者
一
切
各
地
方
ノ
使
宜
-
一
従
ハ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
し
た
。

地
方
税
印
ち
府
腕
税
の
税
源
を
一
定
し
た
地
方
税
規
則
は
、

地
方
税
を
以
て
支
排
寸
ぺ
青
費
目
を
列
曲
草
し
て
、
混
滑
せ
る
附
鯨
と

国
町
村
と
の
費
削
分
権
闘
係
を
明
瞭
た
ら
し
め
た
。
共
第
三
僚
は
警
察
費
、
河
港
道
路
堤
防
橋
梁
建
築
修
給
費
、

府
腕
骨
ロ
議
諸
費
、

流
行
病
暗
闇
防
費
、
府
腕
立
製
校
費
及
小
島
一
・
校
補
助
費
、
郡
匝
廊
合
建
築
修
持
費
、
郡
阿
交
員
給
料
放
費
及
邸
中
諸
費
、
病
院
及
救
育

所
諸
費
、
浦
役
場
H
A

難
破
般
消
費
、
管
内
限
り
諸
遺
書
及
掲
示
諸
費
、
勧
業
資
並
に
戸
長
以
下
給
料
及
戸
長
職
務
取
扱
諸
費
等
の
十

三
費
目
を
地
方
税
支
排
の
も
の
と
規
定
し
た
。

一
見
同
有
事
務
費
が
多
い
桜
で
あ
る
が
、
右
の
中
戸
長
以
下
給
糾
及
戸
長
峨
務
取
扱

諸
費
、
郡
応
変
員
給
料
放
費
及
勝
中
諸
費
並
に
警
察
費
が
、
地
方
税
支
内
総
瀬
の
約
七
割
玄
占
め
(
明
治
十
二
年
度
)
、
し
か
も
営
時

郡
画
実
員
及
戸
長
の
事
務
に
は
図
又
は
府
懸
か
ら
委
任
さ
れ
た
岡
政
事
務
が
大
学
を
占
め
た
の
で
る
る
。
之
に
よ
っ
て
も
行
政
区
割

法規分類大金租税門地方税-41頁
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た
る
府
腕
の
機
能
を
窺
ひ
得
る
。
街
地
方
税
規
則
原
案
に
は
前
年
一
月
官
費
支
燐
忙
改
め
ら
れ
た
府
燃
臓
舎
建
築
修
待
費
及
符
牒
際

中
諸
費
を
再
び
地
方
枕
支
帥
併
に
移
さ
ん
と
し
た
乙
と
は
注
目
に
値
ヤ
る
。
戸
長
峨
務
取
扱
諸
費
に
就
て
は
「
共
費
用
ノ
地
方
税
ヲ
以

テ
文
雄
肝
ス
ヘ
キ
ト
町
村
叉
ハ
回
限
協
議
費
ヲ
以
テ
支
排
ス
ヘ
キ
ト
ハ
共
事
務
一
一
就
キ
医
分
ス
ヘ
シ
」
と
さ
れ
た
が
、
此
黙
は
後
日
多

く
の
困
難
友
問
題
を
生
じ
た
。
向
「
定
リ
タ
ル
地
方
税
費
目
ノ
外
狛
地
方
ノ
要
別
ニ
開
局
ス
ル
項
目
ア
ル
ト
キ
ハ
内
務
卿
ヲ
経
一
ア
陳
請

シ
特
ニ
一
政
府
ノ
裁
定
ヲ
仰
タ
ヘ
ベ
V

」
と
達
し
た

3

第
三
僚
は
地
方
税
支
併
の
費
目
を
規
定
す
る
と
同
時
に
共
三
項
に
「
各
町
村
限
及

国
限
ノ
入
費
ハ
共
区
内
町
村
内
人
民
ノ
協
議
一
一
任
セ
地
方
税
ヲ
以
テ
支
細
川
ス
ル
ノ
限
ニ
ア
ラ
ス
」
と
‘
国
川
村
限
の
入
費
は
人
民
の

協
議
に
委
ね
之
に
干
渉
廿
一
YC
る
旨
を
明
一
一
一
一
n
し
、
閥
、
山
村
山
柄
、
屈
町
村
一
一
一
政
一
一
一
費
の
版
則
を
制
皮
上
に
樹
ー
し
た
。
従
っ
て
函
町
村
協

議
品
質
の
徴
牧
に
就
て
も
「
地
方
松
/
外
人
民
叶
議
ノ
費
用
ハ
地
償
制
戸
教
訓
又
ハ
小
間
割
問
口
付
川
歩
合
会
等
北
ハ
他
慣
習
F

湾
法
ヲ
川

ぷ
ル
コ
ト
勝
チ
タ
ル
ヘ
・
ン
」

L

一
し
た
。
附
し
て
同
五
枕
支
桝
の
も
の
と
侃
町
村
協
一
説
明
淀
川
の
も
の
と
の
限
兆
に
就
て
は
、

}L 
、ノ

地
方
一
般
ノ
利
害
一
一
闘
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
地
方
税
支
緋
ノ
部
品
開
局
シ
共
町
村
限
匝
限
又
ハ
数
町
村
共
同
ノ
利
害
一
一
係
ル
モ
ノ
ハ
其
川
村

叉
ハ
匝
内
隈
協
議
費
ノ
支
耕
一
一
層
ス
ヘ
シ
」
と
し
、
補
者
費
別
分
婚
の
楳
川
中
を
専
ら
利
害
の
成
狭
に
求
め
た
が
、
九
ハ
判
別
は
府
照
合

の
議
決
に
錫
ら
し
め
た
。
向
同
年
七
月
「
地
方
税
ヲ
以
テ
支
燐
ス
ヘ
キ
費
円
相
定
候
ヘ
ト
モ
右
費
日
中
官
費
支
出
ニ
係
ル
者
ハ
倫
従

mz 

前
ノ
通
H
下
波
ス
ヘ
ク
候
」
と
布
達
し
た
。

地
方
税
規
則
第
四
僚
第
五
傑
及
第
七
僚
は
預
算
決
算
に
闘
し
て
規
定
し
た
。
之
に
よ
れ
ば
府
懸
命
日
は
珠
算
得
議
模
及
決
算
報
告
受

領
楼
を
有
し
、
府
知
事
防
相
令
は
内
務
大
賊
府
卿
に
漁
算
決
算
を
報
告
す
る
義
務
を
負
ふ
の
で
あ
る
が
、
此
府
間
柄
舎
の
抽
出
算
審
議
は
訓

中
山
一
の
如
く
珠
算
に
闘
し
て
管
下
の
大
中
地
主
に
共
意
見
を
聴
き
地
方
税
の
徴
収
に
使
ぜ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
貫
貸
府

府
瞬
財
政
制
度
の
成
立

t
F
凶
十
九
巻

四
九
七

第

披

O 
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府
牒
財
政
制
度
の
成
立

t
F
凶
十
九
巻

四
九
八

音声

也量

O 

鯨
財
政
の
自
治
的
運
州
帝
国
を
企
闘
し
た
も
の
で
は
な
く
、
況
ん
や
府
知
事
牒
令
の
抽
出
算
執
行
棒
に
針
立
す
る
人
民
の
議
決
権
と
一
一
↑
一
日
ふ
が

如
き
も
の
で
は
た
い
の
で
あ
る
。

囲

府
牒
財
政
制
度
化
の
意
義

今
、
制
民
化
芯
れ
た
新
附
燃
財
政
の
門
容
と
従
前
の
い
川
組
織
の
府
服
財
政
の
一
門
谷
と
そ
此
校
す
れ
ば
、
新
制
践
に
於
て
地
方
税
抑

ち
府
牒
税
と
し
て
定
め
ら
れ
た
地
偵
剖
戸
数
割
及
川
営
業
税
並
雑
種
税
は
、
従
前
管
内
割
及
区
割
の
賦
課
に
於
て
最
も
汎
く
用
ひ
ら
れ

た
税
種
と
従
来
の
府
賂
税
で
あ
っ
て
、
別
に
新
枕
種
が
加
は
っ
た
の
で
は
な
く
、
亦
個
々
の
具
健
的
友
課
税
に
就
て
は
従
前
通
り
各

府
腕
の
措
置
に
委
ね
ら
れ
た
。
従
っ
て
異
る
と
こ
ろ
は
唯
従
前
各
府
牒
に
一
任
さ
れ
た
管
北
枕
雑
種
税
の
課
目
及
課
率
に
就
て
新
に

一
定
の
基
準
が
定
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
亦
地
方
税
支
排
の
費
目
を
見
て
も
附
牒
曾
議
諸
費
、
郡
匝
脈
小
川
建
築
修
料
費
、
郡
市
山
東

員
給
料
放
費
及
脚
胸
中
諸
費
並
に
戸
長
職
務
取
扱
諸
費
等
が
府
豚
舎
の
制
度
化
、
郡
の
復
活
、
隠
の
新
設
及
戸
長
の
峨
務
閥
係
に
よ
っ

て
営
然
に
追
加
さ
れ
た
以
外
に
は
、
流
行
病
没
防
費
を
除
い
て
は
特
に
新
規
友
る
も
の
を
見
問
さ
な
い
。
山
川
勝
舎
の
橡
算
審
議
権
を

規
定
し
た
と
と
は
新
制
度
に
於
て
最
も
進
歩
的
友
酷
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
共
機
限
は
既
に
常
時
各
地
の
『
肝
臓
曾
が
有
し
て
居
た

と
こ
ろ
と
賓
質
的
に
は
殆
ど
褒
展
を
見
て
居
な
い
。
従
っ
て
昔
、
質
的
内
容
に
就
て
之
を
見
れ
ば
、
新
府
牒
財
政
制
度
と
従
前
無
組
織

の
山
川
懸
財
政
と
の
問
に
顕
著
た
相
違
は
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
地
方
税
規
則
制
定
の
意
同
は
、
従
来
の
紛
乱
せ
る
均
方
財

政
の
中
か
ら
事
責
府
牒
の
経
費
を
支
耕
せ
る
も
の
を
拍
附
し
て
之
を
制
度
化
し
、
官
民
の
応
別
を
明
ら
か
友
ら
し
む
る
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
新
制
度
の
内
容
に
従
前
に
比
し
新
し
き
も
の
、
特
異
な
も
の
を
求
め
る
の
は
困
株
で
る
ら
う
。
従
っ
て
府
鯨
財
政
制

、
、
、

度
化
の
重
要
性
は
、
制
度
の
内
容
よ
り
も
寧
ろ
制
度
成
半
の
過
程
に
於
て
興
へ
ら
れ
た
内
燃
財
政
の
性
特
並
に
同
制
度
の
成
立
に
よ



っ
て
規
定
さ
れ
た
地
方
財
政
全
般
の
動
向
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
左
い
。
維
新
以
後
最
初
の
此
制
度

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
地
方
財
政
の
性
格
と
共
動
向
は
、
爾
後
の
我
地
方
財
政
制
度
後
展
の
基
盤
l
t
友
る
が
故
で
あ
る
。

地
方
官
舎
議
に
於
け
る
地
方
税
規
則
案
に
闘
す
る
政
府
の
説
明
中
に
「
民
費
ノ
名
ハ
貫
一
一
管
内
割
匝
割
一
一
一
週
営
ナ
ラ
ス
今
改
正
一
一

見

際
シ
公
私
ノ
分
ヲ
明
一
一
シ
更
テ
地
方
税
ノ
名
稽
ヲ
用
ユ
名
共
貫
一
一
狗
ハ
シ
ム
ル
ナ
リ
」
と
あ
る
。
前
週
の
如
く
従
前
管
内
割
毘
割
は

賞
質
上
府
燃
の
経
費
を
支
排
す
る
岬
捕
に
用
ひ
ら
れ
、
共
中
の
義
務
的
な
も
の
に
謝
し
て
は
怠
納
者
財
産
公
賓
底
分
法
の
適
用
が
許
さ

れ
て
居
た
。
従
っ
て
管
内
剖
及
区
割
の
一
部
は
、
同
様
に
民
費
と
締
得
さ
れ
て
居
て
も
共
徴
牧
に
何
等
の
公
法
的
保
護
を
加
へ
ら
れ

な
か
っ
た
町
村
割
、
組
合
割
等
の
協
議
費
と
は
本
質
的
に
奥
り
、
虹
叫
に
公
租
的
性
質
を
備
へ
て
居
た
の
で
あ
る
。
然
し
国
入
貨
の
中

で
も
教
育
費
病
院
費
等
の
如
く
人
民
の
協
議
に
恭
い
で
支
問
さ
る
L
A

も
の
に
討
し
で
は
よ

i

人
民
協
議
上
ヨ
リ
成
立
グ
ル
民
費
三
V

テ

『
芥
一
~

弛
一
日
泊
ノ
民
費
ト
ハ
臼
一
ア
井
原
町
ヲ
m
A
一
一
二
〈
ル
者
」
と
さ
れ
、
日
間
嬰
経
費
の
徴
牧
陀
怠
納
皆
川
区
公
費
底
分
法
の
越
川
を
許
さ
れ
中
、
町

然
る
に
十
一
年
府
豚
税
及
氏
費
中
の
管
内
剖
・
匝
訓
そ
併
せ
て
之
を
地
方
税
と
改
稿
さ
れ
る
と
同
時
に

同
年
十
一
月
内
務
省
連
を
以
て
地
方
税
全
般
に
封
し
怠
納
者
財
産
公
費
底
分
法
の
遁
用
を
認
め
ら
れ
た
。
従
っ
て
民
費
よ
り
地
方
税

村
費
同
様
に
取
扱
は
れ
た
。

へ
の
特
化
は
、
匝
入
費
の
一
部
卸
ち
人
民
の
協
議
に
図
る
直
入
費
に
と
っ
て
は
協
議
資
よ
り
公
租
へ
の
飛
躍
で
る
っ
た
が
、
ぞ
れ
は

亦
新
府
腕
枕
金
悼
の
協
議
費
的
性
質
よ
り
の
完
全
な
る
離
脱
を
意
味
し
た
。
此
結
に
闘
し
地
方
税
規
則
案
恭
誠
の
元
老
院
合
議
に
於

で
松
岡
道
之
政
府
委
員
は
「
氏
資
卜
稽
ス
ル
モ
枕
ト
稽
ス
ル
モ
人
民
ノ
懐
口
ニ
於
テ
ハ
同
一
ノ
計
算
一
一
出
テ
サ
レ
ハ
別
ニ
詩
情
ヲ
来

ス
ノ
恐
ナ
カ
ル
ヘ
シ
旦
徐
ト
稽
シ
テ
税
ヲ
出
ス
ハ
人
民
ノ
義
務
ト
謂
フ
事
ヲ
少
シ
モ
平
ク
承
知
セ
シ
ム
ル
ヲ
可
ト
ス
白
」
(
傍
勲
筆
者
)
と

の
説
明
を
加
へ
た
唯
一
一
止
め
骨
よ
り
地
方
恥
へ
の
時
化
に
よ
る
府
霊
法
倒
牧
樺
の
強
化
は
、
府
一
脱
税
同
の
法
定
と
共
に
府
螺
財
政
を
充

時
解
財
政
制
度
の
成
立

第
四
十
九
巻

凶
九
九

第

披

C 
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府
師
同
財
政
制
度
の
成
立

青写

競

O 
E且

第
凶
十
九
巻

五

O
C

貸
せ
し
め
、
府
膝
枕
支
排
費
目
の
確
定
と
相
侠
っ
て
行
政
区
劃
た
る
附
燃
の
機
能
を
完
遂
し
得
る
能
力
を
興
へ
た
乙
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
然
し
同
時
に
此
等
の
財
政
郁
強
策
は
前
述
の
如
き
匝
町
村
財
政
の
協
議
費
的
自
治
的
性
格
の
法
認
と
関
連
し
て
、
之
と
針
肱

的
に
府
間
柑
財
政
の
強
制
的
官
治
的
性
格
を
従
前
に
比
し
透
に
明
瞭
左
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

営
時
地
方
税
規
則
に
射
し
て
「
共
費
問
負
捻
の
人
民
は
未
だ
曾
で
共
の
輸
出
算
決
算
た
も
興
り
知
る
と
と
を
得
事
。
故
に
仮
令
民
費

掛
川
出
の
評
あ
る
も
‘
北
九
日
肌
諜
過
荒
の
嘆
b
る
も
、
献
し
て
之
に
任
サ
、

泣
い
て
之
に
従
は
ざ
る
守
得
点
「
。
然
る
に
明
治
十
一
年
に
五

。
て
、
凡
そ
旧
人
突
に
闘
す
る
も
の
は
悉
〈
府
照
合
の
議
定
を
終
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
(
似
た
日
制
リ
知
事
勝
令
の
峨
樵
V
一
以
て
之
を
徴
収

支
用
す
る
と
と
を
得
ざ
る
に
至
る
。
寅
に
地
方
経
桝
の
大
治
革
と
謁
ふ
べ
き
左
り
」
と
の
絶
讃
が
血
ハ
へ
ら
れ
た
。
仮
令
府
鯨
舎
の
強

算
審
議
が
買
に
自
治
的
な
も
の
で
は
左
〈
、
寧
ろ
氏
主
的
外
貌
に
よ
っ
て
官
治
的
財
政
の
運
営
を
園
滑
左
ら
し
む
る
健
の
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
府
懸
命
日
の
珠
算
審
議
を
規
定
し
、
民
間
の
人
々
の
漁
算
へ
の
参
興
を
制
度
と
し
て
創
設
し
た
と
と
は
、
確
に
府
牒

財
政
運
皆
上
劃
期
的
友
進
歩
的
改
革
で
あ
っ
た
と
と
は
疑
ひ
な
く
、
之
が
爾
後
に
於
け
る
氏
主
的
思
想
の
高
揚
と
相
倹
勺
て
遂
に
貫

の
財
政
自
治
を
貧
現
す
る
の
一
契
機
と
友
り
得
た
こ
と
は
興
味
深
い
事
賓
で
あ
る
。

従
来
費
用
の
分
課
闘
係
に
於
け
る
混
飢
と
税
源
闘
係
に
於
け
る
競
合
と
を
以
て
府
腕
・
匝
及
町
村
が
同
じ
氏
費
中
に
あ
っ
て
交
錯

混
治
し
て
居
た
こ
と
は
前
遁
の
如
く
で
あ
る
。
此
混
沌
の
民
費
中
よ
り
府
鯨
に
闘
ず
る
部
分
の
み
に
就
て
之
を
制
度
化
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
地
方
税
規
則
の
貸
施
が
町
村
の
財
政
に
甚
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
は
自
明
の
迎
で
あ
る
o
民
費
中
最
も
汎
〈
行
は
れ
た

地
償
割
と
戸
数
割
と
を
皐
げ
て
府
燃
の
税
源
と
す
る
こ
と
に
針
し
て
は
、
地
方
官
舎
議
及
元
老
院
'
曲
目
議
に
於
て
獄
烈
在
反
劃
に
逝
ひ

「
分
権
ト
云
ヒ
自
治
ト
云
7

モ
共
命
脈
タ
ル
金
安
ナ
ケ
レ
ハ
徒
一
一
塁
論
ニ
シ
テ
賓
際
司
一
袋
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
然
ル
ニ
第
一
一
読
議
案
(
郡
直

明治文化全集正史編上 3'2頁25) 



一
一
於
テ
ハ
町
村
ヲ
行
政
国
外
一
一
決
シ
第
三
披
議
案
一
一
一
於
テ
従
前
/
民
費
ヲ
以
テ
行
政
院
費
ト
ス
ル
時
ハ
町
村

-
一
一
於
テ
ハ
肝
腎
ノ
命
脈
ヲ
絶
テ
如
何
ト
モ
ス
へ
カ
ラ
サ
ル
ノ
困
難
ヲ
生
ス
ヘ
シ
…
一
(
傍
勤
筆
者
)

町
村
編
制
法
案
藤
間
)

と
論
駁
さ
れ
た
。
之
に
屈
せ
や
政
府

は
常
初
の
意
岡
を
貫
徹
し
て
之
等
を
府
豚
の
税
と
定
め
、
匝
町
村
費
用
の
徴
牧
に
就
て
は
上
述
の
如
く
「
地
債
割
戸
数
割
又
ハ
小
間

割
問
口
割
歩
合
金
等
共
他
憤
脅
ノ
醤
法
ヲ
用
ユ
ル
コ
ト
勝
手
タ
ル
ヘ
シ
」
と
達
し
た
。
従
前
原
入
費
の
琳
嵩
に
伴
ひ
漸
次
共
税
源
を

縮
少
さ
れ
つ

L
あ
っ
た
町
村
は
、
滋
に
一
般
的
に
枕
源
の
大
部
分
を
収
奪
さ
れ
た
。
明
治
一
一
十
一
年
の
市
制
町
村
制
に
於
け
る
市
町

村
税
源
の
湘
渇
は
、
既
に
此
時
に
運
命
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
亦
匝
町
村
の
租
税
が
爾
後
今
日
に
至
る
迄
閣
挽
及
府
腕
相
殺
の
附
加

枕
を
中
心
と
せ
古
る
を
件
友
い
の
も
共
原
悶
を
伎
に
有
す
る
の
で
あ
る
。
町
村
は
か
〈
税
源
の
軍
要
部
分
を
府
燃
に
牧
怒
さ
れ
た
に

も
拘
ら
表
、
政
府
は
何
等
之
に
叫
到
す
司
令
財
政
的
援
助
を
企
闘
し
友
か
っ
た
の
み
な
ら
十
、
十
一
年
七
月
の
戸
長
服
務
慨
自
に
よ
っ
て

pi 
E毛

布
告
イ白
:主主
σ〉
~;;J， 

:~~f~~ 

ーtu!
fFcl 
f~~ 
U'符
t\~ 
17) 

がl

地
内
か
茶
肢
の
品
川
日
問
、
戸
軒
、
徴
兵
一
p
判
、
就
接
勧
誘
及
公
一
流
等
移
一
〈
の
閣
政
事

務
を
櫓
歯
す
る
と
と
を
義
務
付
附
、
更
に
一
的
知
事
問
制
令
マ
ス
都
国
長
ヨ
リ
命
令
ス
パ
所
ノ
事
務
内
規
則
ヌ
川
命
令
一
一
依
テ
従
事
ス

ヘ
キ
牢
」
と
命
じ
た
。
亦
前
湛
の
如
〈
地
方
税
支
排
部
分
と
匡
町
村
協
議
費
支
耕
部
分
と
の
匝
分
の
判
別
を
専
ら
府
照
合
の
議
決
に

嫁
ら
し
め
た
錦
、
事
費
地
方
税
分
縫
部
分
が
区
町
村
の
負
携
に
特
ぜ
ら
る
h

場
合
も
砂
〈
た
か
っ
た
。
財
源
の
飲
乏
と
委
任
事
務
の

貴
闘
隣
の
下
に
附
有
の
自
治
事
務
に
千
宇
一
山
川
し
件
左
い
町
村
の
現
状
も
亦
遠
く
刊
紙
に
脹
胎
ず
る
の
で
あ
る
。

然
し
認
に
最
も
主
要
た
る
は
、

し
か
も
共
財
源
を
牧
奪
し
て
府
臓
の

政
府
が
匝
町
村
を
新
に
自
治
圏
悌
と
し
て
承
認
し
乍
ら
、

財
政
充
貨
を
断
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
之
は
山
口
同
時
に
於
け
る
政
構
の
巾
央
集
中
と
近
代
的
制
方
自
治
の
未
識
は
逮
と
に
負
ふ
の
で
あ
ら

う
が
、
共
結
川
市
は
地
方
財
政
全
般
の
機
構
を
府
間
開
漏
量
的
に
組
織
せ
し
め
た
の
み
な
ら
や
、
最
初
の
地
方
対
政
制
度
樹
な
の
過
程
に

於
で
府
間
柄
財
政
充
賓
の
伐
に
行
は
れ
た
右
の
強
行
は
、
地
方
財
政
全
般
の
上
に
謹
厚
左
る
官
治
的
色
彩
を
奥
へ
た
。
爾
後
の
日
本
地

方
財
政
制
度
史
に
於
け
る
官
治
性
と
府
服
偏

J

阻
止
の
傾
向
は
い
訟
に
刻
印
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
前
の
地
方
税
源
の
大
部
分
を
府
間
柄
に

府
牒
財
政
制
度
の
成
立

傍
凶
寸
九
巻

C 
豆五

五
C 

告書

誠

明治十一年五月地方官舎議地方挽規則案策ー衣曾に於ける白根専一議員の演
越(地方官舎議傍聴録第七抗〉
法令金書明治十一年 148頁

26) 

27) 



府
豚
財
政
制
度
の
成
立

第
凶
十
九
巻

五

O 

第

披

O 
プt

集
中
し
た
政
府
は
、
各
区
町
村
の
入
費
に
就
て
は
共
支
出
徴
牧
を
専
ら
匝
町
村
内
人
民
の
協
議
に
委
ね
ざ
る
を
得
友
か
っ
た
が
、
同

時
に
「
三
府
及
共
他
市
街
ノ
匝
及
各
町
村
ハ
北
ハ
地
方
ノ
使
宜
ニ
一
従
子
町
村
合
議
メ
ハ
国
舎
議
ヲ
悶
キ
」
と
達
し
、
医
合
議
、
町
村
命
日

議
の
開
設
を
も
一
般
的
忙
認
め
た
。
此
匝
曾
議
町
村
命
日
議
に
よ
る
恒
川
村
財
政
の
自
治
的
運
皆
が
、
厄
町
村
自
治
慌
の
設
展
を
促
す

有
力
友
要
因
と
在
っ
た
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
計
二
別
仙
川
十
一
年
一
丹
新
川
刷
版
よ
目
白
「
凡
ソ
秋
宵
街
昨
一
年
一
一
闘
λ

ル
費
川
ハ
日
四
戸
公
此
ヒ
凶
町
村
総
代
ノ
邦
議
決
一
九
シ
チ
比
庁
国
町
村
ヨ
リ
徴
肱

ス
ル
者
二
付
尋
常
契
約
上
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ト
呉
ナ
リ
別
種
ノ
民
費
ト
看
倣
ン
明
治
十
年
第
七
十
九
競
公
布
第
一
一
一
保
二
照
準
底
分
シ
難
キ
哉
}
と
の
伺
に

割
し
、
内
務
省
ば
「
畢
校
病
院
費
等
ノ
儀
ハ
人
民
協
議
上
ヨ
り
成
立
ダ
ル
民
費
ニ
シ
テ
普
趨
ノ
民
費
ト
円
白
ラ
其
原
質
ヲ
民
一
一
一
ス
ル
者
=
付
七
十
九
掠

叩

公
布
一
一
照
準
底
分
ス
へ
キ
者
一
一
無
之
儀
ト
可
相
心
得
事
」
(
傍
鮎
筆
者
)
と
指
令
し
た
。

(
註
二
)
同
曾
議
に
於
て
此
提
案
に
封
し
細
川
潤
女
郎
議
官
は
、
「
民
費
ハ
即
ナ
民
ノ
符
メ
費
ス
所
ロ
亦
改
メ
サ
ル
モ
可
ナ
リ
況
ン
ヤ
委
員
ノ
説
明
ノ

相

如
ク
稔
ト
一
五
へ
ハ
課
λ

ル
モ
ノ
ト
ナ

p
費
ト
一
再
へ
ハ
自
カ
ラ
出
ス
モ
ノ
ト
錫
サ
ハ
今
改
メ
テ
之
ヲ
稔
ト
一
五
ハ
、
煩
ル
人
民
ノ
脳
裏
一
一
感
鯛
λ

可
U

」
と

駁
し
た
。

五

結

= 
Eコ

従
前
の
無
秩
序
無
統
制
の
府
廓
財
政
は
、
閣
の
行
政
阻
劃
と
し
て
の
府
防
相
の
機
能
の
完
途
を
目
的
と
し
て
明
治
十
一
年
七
月
地
方

税
規
則
を
中
心
に
制
度
化
さ
れ
、
共
内
容
を
充
官
同
一
整
備
さ
れ
た
が
、
同
時
に
共
官
治
的
強
制
的
性
格
を
一
段
と
強
め
、
区
町
村
の
協

議
費
財
政
と
の
性
格
的
封
勝
を
明
時
間
及
ら
し
め
た
。
亦
元
々
貧
弱
友
地
方
税
源
氏
於
て
専
ら
府
間
柄
財
政
の
充
備
を
強
行
し
た
と
と
は

地
方
財
政
機
構
全
般
に
濃
厚
な
る
官
治
的
色
彩
を
奥
へ
、
府
間
柿
偏
重
の
傾
向
を
刻
印
し
、
区
町
村
財
政
の
窮
乏
化
を
帯
馴
ら
し
た
。

く
て
日
本
地
方
財
政
制
度
史
を
貫
一
〈
官
治
性
の
強
大
、
府
間
柿
偏
重
の
傾
向
及
市
町
村
財
政
の
窮
乏
等
の
諸
特
徴
は
既
に
悲
に
膝
胎
し

た
の
で
る
る
。

(
一
九
三
九
、
七
、

一
五
)
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